
編入学継続   日本学生支援機構給付奨学金（編入学継続）申請事前確認票 

 

★全員が確認すること 

チェック欄 申請者（学生）が外国籍 

□ 

以下の基準時点から、離婚・死亡等で生計維持者が減っている 

 

【2024 年度以前から給付奨学生】 

2025 年 4 月の在籍報告時 

【2025 年度から給付奨学生】 

高専での給付奨学金申請時 

□ 
家計急変で採用となり、現在も採用区分が家計急変である（「平常化前」であるという）場合 

※編入元学校にて、自身が入学時点で「平常化前」であるかどうかをお尋ねください。 

□ 

編入学元学校の最終の支援区分が非多子世帯（「第Ⅰ区分」「第Ⅱ区分」「第Ⅲ区分」「支援対象外」 

であったが、現在までに新しく生まれた子（養子縁組・里子含む）により多子世帯になる可能性がある。 

 

該当者はいずれかを準備し、本紙と併せて提出してください。 
・出生届の写し、母子手帳の写し、戸籍抄本等、子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの 
・里親委託証明書等、委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの 

・特別養子縁組の確定証明書、戸籍抄本等、縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの 

 

★多子世帯に該当する場合に確認すること 

チェック欄 項目 対応 

重要 

□ 

多子世帯にも関わらず、「採用候補者決定通知【進

学先提出用】」の給付奨学金支援区分に「多子」の

表記がない方 

※上記の「税の更正の申告」を行った場合はチェッ

ク不要 

予約採用申請をした高等学校に相談してください。「税

の更正の申告」についての指示を受けた場合は改めて

前項にチェックしてください。 

そのほかの指示を受けた場合は、本紙提出時に学生係

へその内容を教えてください。 

      年   月   日 

学部（  工学部  ・  情報工学部  ）   受験番号（       ） 

申請者（学生）署名：                           


